
第２回 市立幼稚園の今後のあり方懇談会 

 

令和７年７月16日（水）午前10時～ 

市役所東庁舎５階 大会議室   

 

 

１ 開会 

 

 

２ 懇談 

（１）市立幼稚園の役割【資料１】 

 

 

 

（２）市立幼稚園のあり方【資料２】【参考資料１～５】 

 

 

 

（３）その他 

   欠席委員からのご意見 

 

 

３ 次回懇談会 

   



 



１ 市立幼稚園の役割 

（１）名古屋市の幼児教育の質向上 

【現状及び課題】 

○全園において国が定める幼稚園教育要領に沿った環境を通した教育、本市の学

びの基本的な考え方である「ナゴヤ学びのコンパス」を踏まえた教育を実践し

ている。 

○実践研究の成果を幼児教育支援室の研修や公開保育を通じて幼児教育施設に発

信している。 

【有識者からの主なご意見】 

○幼児を主体とした環境による教育の質の高さは評価される。 

○市立幼稚園は幼稚園教育要領の趣旨に基づく教育を忠実に実践し、全国の幼児

教育の振興にも寄与している。 

○幼稚園教育要領に基づいたモデル園としての役割が重要であり、幼児とともに

教育環境を創造する実践が具現化されている。 

○幼稚園教育要領にある「環境を通した教育」を具体的にどう体現するかが重要

であり、その理念を、市立幼稚園がしっかり具現化している。 

○全国に誇れる「ナゴヤ学びのコンパス」の理念を実践主導する幼児教育の拠点

として大きな役割を果たす。 

○少子化時代だからこそ、公教育としての幼稚園の意義が高まっている。 

○小学校との連携や研究・実践の蓄積は評価されるべきである。 

○幼児がどの施設に行っても共通して質の高い教育を受けられることが重要であ

る。 

○ナゴヤ・スクール・イノベーション事業により変わりゆく小学校の教育にきち

んと接続ができるような幼児期の教育を公私幼保全てが行っていけるように動

かしていく存在が必要である。 

○市立幼稚園が質の向上に向けて、改革の先頭に立つことが求められている。 

 

➡《方向性》 

○「幼稚園教育要領」および「ナゴヤ学びのコンパス」を具現化する教育の推進に取

り組むとともに、実践研究を通じて得られた成果を広く還元することで、市全体

の幼児教育の質向上に寄与する役割を担う。 

○急速に変化する社会情勢や多様化する幼児教育のニーズを的確に捉え、教育内容・

指導方法の探究および実践研究の推進を通じて、公教育としての幼児教育のあり

方を追求し続ける。 

○幼児教育支援室は、市立幼稚園の実践研究を基盤とし、研修および研究を推進し、

その成果を積極的に発信するとともに、他園の取組にも活かされるよう働きかけ

る。これらの取組を通じて、市全体の幼児教育の質の向上に貢献する。 
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（２）小学校以降の教育との円滑な接続の推進 

【現状及び課題】 

○幼児期の環境を通して行う教育と教科等の学習内容を系統的に学ぶ小学校教育

の連続性を踏まえた架け橋期の教育の実践研究を行っている。 

○幼児教育支援室は、幼児教育施設及び市立小・中学校、特別支援学校の教職員を

対象にした幼保小接続に関する研修を実施し、幼保小接続を推進している。 

○幼児教育支援室の調査研究事業において、幼保小接続に関する資料やリーフレ

ット等を作成し、幼児教育施設及び市立小・中学校、特別支援学校に発信してい

る。 

○幼保小接続を推進するため、全ての市立小学校の校務分掌に「幼保小接続担当」

を新設した。 

○幼児教育施設の類型が様々であることや小学校との校種の違いがあることか

ら、幼児教育施設と小学校との相互理解が十分に進まず、子どもの発達や学び

の連続性を重視した教育の方向性を共有しながら連携を進めることに課題があ

る。 

【有識者からの主なご意見】 

○幼児期から小学校以降へつながる一貫した教育の重要性が改めて認識されてい

る。 

○架け橋期において、幼児教育施設同士の「横のつながり」と、小学校との「縦の

つながり」の両面で意識的な接続が求められている。 

○市立幼稚園は、幼児教育・小学校の結節点として、共学・研修の場を提供し、学

び合いの関係を広げており、幼保小連携の中核となって、実践的な接続強化を

担う存在である。 

○市立幼稚園が行っている質の高い教育実践を、小・中学校も含めた他の教育機

関にどう広げていくかが重要な視点である。 

○架け橋期のカリキュラム構築において、市立幼稚園が方向性を示す役割を担う

べきである。 

 

➡《方向性》 

○幼児期からの学びの重要性を踏まえ、幼児教育と小学校教育をつなぐ「架け橋期

のカリキュラム」の編成・実施・改善を行い、幼児教育施設と小学校の結節点とし

ての役割を果たす。 

○幼保小接続の研究の実績をもとに教育委員会が、「架け橋期のカリキュラム開発会

議」を立ち上げ、子ども青少年局と連携し、教育の共通理念に基づく幼保小の連携

体制を構築する。実践研究の役割を担う市立幼稚園が小学校と連携した成果や、

これまでの経験を活かしてモデル的な架け橋プログラムを実施する。 

○幼児教育支援室が全市に向けてモデル的な架け橋期のカリキュラムを発信し、地

域の実情に即した改訂を重ねながら、活用・実践のフォローアップ体制を整備す

ることより、市全体で架け橋プログラムの定着を図る。 
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○「ナゴヤ学びのコンパス」を具現化した市立幼稚園の取り組みを、小学校を始めと

する市全体に共有していくことで、「ナゴヤ学びのコンパス」が目指す “幼児期か

ら青年期まで一貫した子ども中心の学び”の実現に貢献していく。 

 

 

（３）全ての幼児に対する質の高い幼児教育の機会の保障 

【現状及び課題】 

○特別な配慮を必要とする子ども一人一人に応じた教育を実践している。 

○インクルーシブ教育の実践研究を行い、実践の成果を他の幼児教育施設に発信

した。 

○幼児教育支援室において、インクルーシブ教育研修を通じた発信を行っている。 

○幼児教育支援室において、ことばの発達に課題がみられる幼児とその保護者へ

の指導助言を行う「幼児の育ち応援ルーム」を３カ所開設している。通級児が在

籍する園や就学する小学校への助言や情報提供を行うことによって、子どもの

育ちを円滑に接続するための調整機能を担っている。 

○現在のルームが居住地域から遠く、通級が難しい家庭があることが課題である。 

【有識者からの主なご意見】 

○多文化共生など、時代に応じた課題に対応しながら、質の高い幼児教育を継続

的に追求する必要がある。 

○障害のある幼児や医療的ケア児、外国籍の幼児も含め、全ての子どもが共に学

び成長できる教育環境を保障することが重要視されている。 

○インクルーシブな教育の実現に向けては、継続的な研究・研修および実践の発

信が市立幼稚園の重要な役割である。 

 

➡《方向性》 

○子どもの障害の有無や文化的・言語的背景等にかかわらず、一人一人に応じた教

育を研究・実践し、提供するとともに、これまでに培ってきた専門性や幼児教育に

関する知見を、広く幼児教育施設に還元し、市全体の幼児教育の質の向上に貢献

する。 

○幼児教育支援室は、関係機関と連携し、研究の成果や研修の情報の伝達方法を工

夫し、幼児教育施設での活用や保育者の実践につながるよう努める。また、保護者

に、幼児の育ち応援ルームや子育ての支援の情報が分かりやすく伝わるよう、SNS

やウェブサイトなど発信方法を工夫する。 

○幼児の育ち応援ルームに関するニーズ調査の結果を踏まえ、拡充を検討するとと

もに、通級を希望する幼児や保護者が安心して通うことができる体制を整える。 
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（４）人材育成 

【現状及び課題】 

○幼児教育支援室は、新規採用教員研修・教職経験者研修【５年研】・中堅教諭等

資質向上研修【１０年研】等の経験年数やキャリアに応じた研修、派遣型研修会

等の実践研修、幼児教育を取り巻く今日的な課題に対応した研修を全ての幼児

教育施設を対象に実施し、市全体の幼児教育の質の向上を図っている。 

○市立幼稚園は、国や本市の幼児教育行政の中核を担う人材や、専門的な立場か

ら幼児教育に関する助言を行う幼児教育アドバイザー等の人材を輩出する役割

を果たしている。 

【有識者からの主なご意見】 

○市立幼稚園の教員は、幼児教育支援室の調査研究に協力し、実践に役立つ資料

や教育課程を作成したり、幼児教育支援室での専門的な役割を担ったりするな

ど、教育現場全体を支える有為な人材を多数輩出している。 

○教員に十分な時間的・心理的余裕がない状況があるため、業務負担の軽減や環

境改善によって、質の高い実践がさらに広く活用・還元される可能性がある。 

 

➡《方向性》 

○幼児教育支援室が中心となり、経験年数に応じた段階的な研修を実施し、学びの

成果を各園に持ち帰って実践・共有する取り組みを促進することで、市全体の教

育の質の向上を目指す。 

○施設類型問わず幼児教育施設全体で学びを共有して実践に活かすことができる研

修のあり方について、教育委員会と子ども青少年局が連携して仕組みを整えるこ

とで、市全体の人材育成に寄与する。 

○市立幼稚園において、日々、実践研究を行う経験を積むことで、「幼稚園教育要領」

「ナゴヤ学びのコンパス」を具体化する能力を身に付けた幼児教育の実践者を養

成していく。 

 

（５）情報発信 

【現状及び課題】 

○市ウェブサイト内に作成した幼児教育支援室のページで、各種取組の周知や研

究成果の資料を掲載している。 

○園独自で SNS を発信しているが、教職員の業務負担につながらないよう工夫す

る必要がある。 

【有識者からの主なご意見】 

○市立幼稚園の優れた実践が、十分に保護者や教育関係者に届いていないという

課題があり、新たな情報発信手法の検討が求められている。 

○自発的な遊びが幼児教育における本質的な学びであるという認識を、社会全体

に広める必要がある。 
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➡《方向性》 

○教育委員会が先導し、市全体で市立幼稚園の教育内容や具体的な取組の発信を強

化し、保護者や地域の認知や理解を高める。 

○発信対象（例：子育て層、幼児教育施設等）を明確にし、関心に応じた効果的なコ

ンテンツの作成と情報発信を展開する。 
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２ 市立幼稚園のあり方 

（１）検討の方向性 

【現状及び課題】 

○幼児人口の減少や保育ニーズの変化等により、市立幼稚園の定員に対する在園

児の充足率が低くなっている。 

〇市立幼稚園は、全市的な就学前教育・保育施設の質の向上のため、「幼稚園教育

要領」に沿った教育や「ナゴヤ学びのコンパス」の考え方を具現化した実践研究

を行い、幼保小接続の推進を図っている。 

【有識者からの主なご意見】 

○市立幼稚園は保護者の就労体制に条件が見合っておらず、働く保護者の選択肢

にあがらない。 

○保護者のニーズに合わせた幼児教育・保育の提供を行うことを期待する。 

○幼児数減少下における就学前教育・保育施設の適切な配置をどのように考えて

いくのか。 

○他の政令指定都市における取組や先進的な取組を行っている自治体の状況を確

認したい。 

○市立幼稚園の認定こども園への移行について進捗状況を確認したい。 

 

➡《方向性》 

○今後の幼児人口の減少や保護者の就業形態など社会環境の変化、さらには幼 

児期の教育を取り巻く課題や国の制度改正を踏まえ、市内の就学前教育・保育

施設の規模、配置、市全体の幼児教育の質を担保するためのあり方などを中長

期的な視点から検討する。 

   【参考資料 1-1】第 1 回懇談会「資料 2 4（2）社会状況等の変化について」 

   【参考資料 1-2】名古屋市内公私別の幼稚園・保育所・認定こども園の施設数・ 

定員・在園児数・充足率 

 

  ○保護者アンケートを行い、保育ニーズ（預かり保育、満３歳児保育、給食、子

育て支援、地域連携など）を調査するとともに、試行園での実施状況を踏ま

え、保育ニーズに対応した就学前教育・保育施設のあり方を検討する。 

【参考資料２】保護者アンケート案（概要及び調査票） 

 

  ○他の政令指定都市における市立幼稚園の再編・統廃合等の事例を調査し、効

果と課題を把握して、今後の市立幼稚園の役割を果たすために必要な規模や

機能強化を始め、今後の市立幼稚園のあり方を検討する。 

【参考資料３】政令指定都市「公私別の幼稚園・保育所・幼保連携型認定こ

ども園の園数」比較（H27～R6）について 
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○市立幼稚園を認定こども園化する場合のメリット・デメリットを整理し、実 

現可能性を検討する。 

 

 

（２）公立保育所との関係 

【現状及び課題】 

○幼稚園及び保育所のあり方懇談会を別で開催している。 

○幼児人口や保育ニーズの変化などを踏まえ、全市的な就学前教育・保育施設の

あり方を検討することが必要である。 

○持続可能な行政運営をしていくためには、時代の潮流に合わせて、効果の薄い

事業を見直し、新たな行政課題への対応や大規模事業への投資等、より効果の

高い事業に振り向けることで、全体として市民サービスの確保・向上を図るこ

とが必要であることから、名古屋市では令和 7 年度に行財政改革推進プロジェ

クトチームを設置しており、市立幼稚園・公立保育所についても全庁的な事務

事業等の点検対象となっている。 

【有識者からの主なご意見】 

○幼稚園及び保育所のあり方懇談会を別で開催しているが、名古屋市の幼児教育

の目標が同じなら同時開催すべきではないか。 

○市立幼稚園として、エリア支援保育所をはじめとする公立保育所との役割分担

や連携をどのように考えているか。 

○単に統合するだけでなく、より機能強化ができる施設に変えていくことが必要

である。 

 

➡《方向性》 

  ○先行する公立保育所の今後のあり方懇談会での議論の内容を、第２回市立幼

稚園のあり方懇談会において共有をさせていただく。 

   【参考資料４】名古屋市公立保育所の今後のあり方懇談会について 

 

〇公立の就学前教育・保育施設のあり方に係る議論であるので、両懇談会を合同

開催する方向で、子ども青少年局と調整している。 

 

○公立の就学前教育・保育施設のあり方を検討する際には、各々の強みや役割

を活かし、より機能強化できる公立施設の方向性を示す。 

 

○行財政改革推進の観点も踏まえ、公立の就学前教育・保育施設の役割、施設類

型および配置について検討をする。 

【参考資料５】名古屋市行財政改革推進プロジェクトチーム「事務事業の見 

直しの視点・方向性」（令和 7年 4月） 
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参考資料一覧 

 

参考資料1-1 社会状況等の変化について 

      （第1回市立幼稚園の今後のあり方懇談会資料（抄）） 

 

参考資料1-2 名古屋市内公私別の幼稚園・保育所・認定こども園

の施設数・定員・在園児数・充足率 

 

参考資料２ 保護者アンケート案（概要及び調査票） 

 

参考資料３ 政令指定都市「公私別の幼稚園・保育所・幼保連携型

認定こども園の園数」比較（H27～R6）について 

 

参考資料４ 名古屋市公立保育所の今後のあり方懇談会について 

 

参考資料５ 名古屋市行財政改革推進プロジェクトチーム「事務事

業の見直しの視点・方向性」（令和7年4月） 

 



 



４（２）社会状況等の変化について

Ⅰ 市立幼稚園を取り巻く状況
１ 本市の幼児人口及び幼稚園・保育所等利用児童数

➡幼児人口減少の⼀⽅で、保育ニーズの⾼まり

２ 市立幼稚園の園数・園児数・園児定員・定員充足率
➡幼児教育・保育の無償化開始以降の園児数の急減

３ 施設数
➡幼稚園は減少する⼀⽅で、保育所や認定こども園が急増

※家庭的保育事業等については、下記URLをご参照ください。
https://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000097852.html

２１

Ｒ5

1,323

2,225 2,225

Ｒ7
(Ｂ)

比較
(B-A)

52.0%

２３

△27.1％

２３ ２３ 20 △ 3

△ 5002,225

20

1,760 1,546 1,156 △ 1,000

2,640

20

1,210

２３ ２３ ２３

Ｈ27
(Ａ)

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ6Ｒ1 Ｒ4

定員充足率(a/b)

園 数

区 分

園児数(a) 2,156

２３

79.1% 77.3% 77.1% 75.8%

1,981

60.5%

2,555園児定員(b) 2,330

58.9%66.7%

2,720 2,690 2,690

2,106 2,097 2,039

54.4%73.6%

無

償

化

開

始

Ｒ2 Ｒ3

59.5%

2,725 2,725

1,373

比較（B-A） 80 86 △ 7 90 9
0 115 17 175 10Ｒ７（B） 20 120 83 365

△ 35

0 107 17 176 11
0 103 17 178 11

Ｒ６ 20 126 84
Ｒ５ 20 128 87

367
365

0 100 19 179 10
0 96 19 178 8

Ｒ４ 21 132 90
Ｒ３ 23 133 95

354
336

0 92 20 168 7
0 85 20 159 6

Ｒ２ 23 136 99
Ｒ１ 23 137 101

314
298

0 70 20 146 4
0 56 21 129 3

Ｈ３０ 23 143 103
Ｈ２９ 23 147 108

285
271

0 40 22 102 3
0 29 24 85 1

Ｈ２８ 23 149 111
Ｈ２７（A） 23 152 115

266
253

区分

保育所 認定こども園 家
庭
的
保

育
事
業
※

小
規
模
保

育
事
業
※

事
業
所
内
保

育
事
業
※

私
立

公
立

⺠
間

公
立

私
立

公
立

幼稚園

利用率(b/a) 65.3%64.0%63.4%62.2%61.2% 68.4%68.2%67.6%66.5% 69.5% -

△ 2,096(調査中)

Ｒ4

106,927

72,904

Ｒ7

96,189

70,761

Ｒ2

△ 16,939

比較
(B-A)

112,758

74,931

Ｒ3

109,929

74,334

Ｒ6
（B）

99,856

69,410

Ｒ5

103,425

-

Ｈ30

115,905

74,230

Ｒ1

114,533

74,823

Ｈ29

116,380

73,744

区 分

幼児人口（０〜
５歳児）(a)

幼稚園・保育所等
利用児童数(b)

Ｈ27
(Ａ)

116,795

71,506

Ｈ28

117,083

72,785
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４ 幼稚園・保育所・認定こども園の園児数（３〜５歳児）
➡幼稚園園児数は急減する⼀⽅で、保育所や認定こども園が増加

５ 幼稚園・保育所・認定こども園の⼊園率（３〜５歳児）

比較（B-A）

5,140 16,591

0 10,712 10,712

△ 12,735 84 6,323

19,613 20,986 5,688 15,953

Ｒ７ 1,156 4,981 16,524 21,505

21,731 0 9,924 9,924Ｒ６（B） 1,210 15,837 17,047

9,860Ｒ５ 1,323 17,041 18,364 5,412 16,436 21,848 0 9,860

9,772 9,772Ｒ４ 1,373

Ｒ２ 1,760 22,602 24,362 6,342

9,793 9,793

Ｈ３０ 2,039 24,604

21,641 0

0Ｒ３ 1,546 21,292 22,838 5,988 15,246 21,234

20,781 0 9,396 9,396
Ｒ１ 1,982 23,226 25,208 6,572 14,123 20,695 0 8,755 8,755

14,439

26,643 6,727 14,241 20,968 0

0

4,496 4,496

5,937 5,937

7,180 7,180
Ｈ２９ 2,098 25,842 27,940 7,004 14,168 21,172

21,738 0Ｈ２８ 2,106 26,882 28,988 7,242 14,496

3,601Ｈ２７（A） 2,156 27,626 29,782 7,506 14,141 21,647 0 3,601
私立 計

区分
幼稚園 保育所 認定こども園

公立 私立 計 公立 ⺠間 計 公立

(調査中)

20.4%44.6% 0.0%

比較（B-A） △19.1％ 5.3% 13.9%

35.0% 10.6%

28.3%

20.4%

34.0% 36.7% 10.8%

Ｒ３ 2.9% 39.5% 42.4% 11.1%

32.8%

Ｒ６（B） 2.5% 32.5% 34.1%
Ｒ５ 2.6% 43.6% 0.0% 19.7% 19.7%
Ｒ４ 2.6% 37.4% 40.1% 10.9%

39.4% 0.0% 18.2% 18.2%

30.4% 41.3% 0.0% 18.6% 18.6%

46.1% 12.0%

3.8% 46.9% 50.8% 12.7%

42.5%

8.1% 8.1%

26.5% 38.1% 0.0% 17.2% 17.2%

25.8%

26.0% 38.3% 0.0% 13.1% 13.1%

25.7%

Ｒ２ 3.2% 41.4% 44.7% 11.6%

37.9% 0.0% 16.0% 16.0%Ｒ１ 3.6%
Ｈ３０ 3.7% 44.9% 48.6% 12.3%

38.5% 0.0% 10.8% 10.8%Ｈ２９
39.4% 0.0%

Ｈ２７（A） 3.9% 50.2% 54.1% 13.6% 25.7%

Ｈ２８ 3.8% 48.7% 52.5% 13.1% 26.3%

39.3% 0.0% 6.5% 6.5%
計計 公立 私立

区分
幼稚園 保育所 認定こども園

公立 私立 計 公立 ⺠間
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区分 施設数 号 定員 在園児数 充足率
国立 1 140 129 92.1%
公立 20 2,225 1,210 54.4%
私立 126 31,056 16,717 53.8%

1号 4,867 3,230 66.4%
2号 8,184 7,684 93.9%
3号 4,819 4,357 90.4%
計 17,870 15,271 85.5%
2号 5,980 4,984 83.3%
3号 2,132 2,341 109.8%
計 8,112 7,325 90.3%
2号 16,911 16,534 97.8%
3号 16,067 13,877 86.4%
計 32,978 30,411 92.2%

※幼稚園：学校基本調査（文部科学省）より作成（令和6年5月時点）
※認定こども園・保育所は⼦ども⻘少年局提供資料（令和7年4月時点）
※幼稚園（私立）は幼稚園型認定こども園を含む
※認定こども園は幼稚園型認定こども園を含む

○名古屋市内公私別の幼稚園・保育所・認定こども園の施設数・
 定員・在園児数・充足率

幼稚園

567

認定こども園 私立
115

※分園除く

公立 83

保育所

⺠間
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名古屋市の教育・保育施設に関するアンケート（概要） 

 

 

１ 対象者 

  市内在住の０歳～５歳児（H31.4.2～R7.4.1 生）をもつ保護者 

 

２ 対象者数 

  1,500 名（無作為抽出） 

 

３ アンケート方法 

  Logo フォームにて作成、二次元コードを印刷した用紙を配布 

 

４ 発送時期 

  ８月下旬（前倒し調整中） 

 

５ 回答期限 

  ９月中旬（前倒し調整中） 

 

６ 集計時期 

  10 月中旬 

（案） 
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- 参考 6 -○ 同居していない ○ その他



- 参考 7 -

【Q8～14へ】

【Q15へ】
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○ ０歳 ○ １歳を迎えた最初の4月 ○ ２歳を迎えた最初の4月

○ ３歳を迎えた直後 ○ ３歳を迎えた最初の4月

○ ４歳を迎えた最初の4月 ○ ５歳を迎えた最初の4月 ○ その他
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□ 読み書きや計算、英語や体操、音楽や絵画教室などの課外活動が
　 充実しているから

□ 進学予定の小学校と交流・連携しているから
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□ 日々の遊びや生活を通して、心も体も健やかに過ごすこと  

□ 自分でできることに取り組み、自分からやってみようとする気持ちを
   育てること

□ その他

【Q16へ】

【Q16へ】
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市公式HPへのリンク
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【Q18へ】

【Q19へ】

【Q19へ】

【Q20へ】

○ よくわからない ○ その他

【Q21へ】

【Q21へ】
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【Q21へ】
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H27 R6 H27 R6 H27 R5 H27 R5 H27 R6 H27 R6

札幌 9 9 118 77 24 18 225 184 1 1 17 100

仙台 1 1 92 79 44 32 107 119 - - 7 54

1 - 105 97 61 59 101 260 - - 2 9

千葉 - - 91 85 57 53 80 169 - - 4 10

横浜 - - 266 233 87 58 566 806 - - 16 55

川崎 - - 85 78 62 21 209 426 - - 1 5

2 - 50 42 24 22 74 74 1 2 3 48

新潟 12 6 27 18 87 83 125 51 - - 14 82

静岡 - - 44 28 - - 56 53 56 52 16 56

浜松 63 60 51 42 22 20 61 39 - - 11 77

23 20 160 138 115 87 253 365 - - 19 79

京都 16 15 102 95 26 13 229 209 - - 11 51

大阪 59 51 126 114 118 54 291 413 - - 23 69

堺 10 4 43 38 20 - 23 23 - 16 74 119

神⼾ 45 32 94 67 58 56 124 72 1 - 48 193

岡山 65 35 14 13 49 34 67 65 4 22 - 43

広島 19 19 76 61 88 86 96 99 - - 14 33

8 4 97 89 27 14 136 113 - - - -

福岡 8 - 121 116 8 7 199 280 - - 2 8

熊本 8 6 33 30 20 19 131 78 - - 24 89

※分園は本園とは別として計上

私立
保育所

〇政令指定都市「公私別の幼稚園・保育所・幼保連携型認定こども園の 園数」
  比較（H27～R6）について

公立 私立区分

※幼保連携型認定こども園：平成27年度は社会福祉施設等調査、令和６年度は学校基本調査より作成

名古屋

北九州

さいたま

相模原

※保育所：社会福祉施設等調査（厚生労働省）より作成（令和5年度までは公表）
※幼稚園：学校基本調査（文部科学省）より作成（令和6年度まで公表）

幼稚園
公立 私立

幼保連携型認定こども園
公立
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幼保連携型認定こども園の園数」比較（H27〜R6）

公立幼稚園 公立保育所
公立幼保連携型認定こども園 私立幼稚園
⺠間保育所 私立幼保連携型認定こども園

※札幌市は１施設、相模原市は２施設の公立認定こども園あり。
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政令指定都市「公私別の幼稚園・保育所・幼保連携型認定こども園の園数」
比較（R6）
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名古屋市公立保育所の今後のあり方懇談会について 

 

１．趣旨 

  なごや子ども・子育て支援協議会教育・保育計画部会において、教育・保育施策のあり

方検討が行われ、意見書（別紙）としてまとめられて、その中で公立保育所の役割につい

ても記載されている。その意見を受け、今後、公立保育所がどのような役割を果たすべき

かについて具体的な検討を行うための参考とするため、学識経験者等から意見を聴取する

懇談会を開催するもの。 

 

２．公立保育所の概要 

・公立保育所は、令和 9年 4月 1日までに 78 か所で運営していく予定である。（令和 7年

4月 1日現在 83 か所） 

・公立保育所は、「エリア支援保育所」として機能強化を図り、保育の質の向上に加え、関

係機関同士のネットワーク構築のコーディネーターの役割を担っている。一方で公立保育

所の集約化の手法として、社会福祉法人への移管や統合を行っている。（平成 18 年度は

124 か所で運営） 

・園舎の老朽化が課題で、築 40 年以上経過している園が 67 園（全体の約 86%）ある。（う

ち、築 50 年以上は 26 園） 

 

３．これまでの懇談会の流れ 

日  程 内  容 

令和 6年 

7 月 8 日（第 1回） 

・教育・保育施策のあり方検討から出された意見書の概要

説明 

・公立保育所の現況及び課題について意見聴取 

8 月 28 日（第 2回） ・公立保育所の現況及び課題について意見聴取 

9 月 11 日～20 日 
・公立保育所の今後のあり方に関する保護者アンケートの

実施 

9 月 24 日、30 日 ・公立保育所 2か所見学 

10 月 29 日（第 3回） 
・公立保育所の現況及び課題について意見聴取 

・懇談会の中間まとめ 

令和 7年 

1 月 31 日（第 4回） 
・公立保育所の現況及び課題について意見聴取 

4 月 25 日（金）（第 5回） 
・「名古屋市公立保育所の今後のあり方指針」（案）について

意見聴取 
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４．主な意見 

（１）今後の公立保育所に求められる役割 

①地域の教育・保育の質の向上 

現状及び課題 ○エリア支援保育所事業として平成 26 年度に開始し、順次拡充を図

ってきた。研修の実施、訪問支援や交流会などを開催し、地域の保育

の質の向上に努めてきた。 

〇公立保育所で実施している保育の取組が研修の中心となってお

り、参加する施設も保育所や小規模保育事業所が多くなっている。 

懇談会で出た

主な意見 

○公立保育所で行っている障害児や医療的ケア児に対する保育を他

の教育・保育施設に公開していくことが重要である。 

○質の向上を図るために教育・保育施設への訪問支援を充実させる

べきである。 

○地域の教育・保育施設のニーズに応じた研修・交流を拡充するべ

きである。 

○地域の幼稚園・保育所の先生たちが集まって対話をしていくなど、

事例に基づく対話の場の提供がエリア支援保育所に求められる１つ

の機能だと思う。 

 

②多様な教育・保育ニーズに応じた取組 

現状及び課題 〇休日保育等の多様な保育ニーズに民間保育所等と協力しながら対

応してきた。 

〇年々、障害児や医療的ケア児の受け入れが増加している。特に医

療的ケア児の受け入れについては、近年のニーズの高まりによって

利用希望が増えてきている。 

懇談会で出た

主な意見 

〇障害児や医療的ケア児がしっかり保育されている。 

〇公立保育所で障害児や医療的ケア児を今後も継続して受け入れて

いくべきである。 

○障害児の加配保育士の専門性は非常に重要なので、経験を持った

正規職員が加配として保育に入るべきである。 

 

 

③地域の子育て家庭への支援 

現状及び課題 ○地域の子育てサロンや乳幼児健診等の場を利用して、アウトリー

チ型の相談支援を行ってきた。 

○保育士の専門性を活かした相談支援を実施してきたが、要支援家

庭等、支援を必要とする家庭に対する対応が十分にできていない。 

懇談会で出た

主な意見 

〇区役所や保健センター等と連携し、要支援家庭等も含めたあらゆ

る子育て家庭への支援を実施すべきである。 
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〇支援の対象を広げていくためには、ソーシャルワークの技術を持

った人材を育成することや新たに専門職を配置することを検討する

べきである。 

 

④その他の役割 

現状及び課題 〇他の政令指定都市においても、公立保育所に保育の質の向上、子

育て支援や災害時対応等様々な役割を担わせている。 

〇避難訓練や災害用品の備蓄をしているが、災害時の拠点を想定し

た施設や機能になっていない。 

〇小学校への進学に向けた取り組み（幼保小接続）は各保育所で実

施している。 

○利用児童数の減少が進み、定員割れをしている公立保育所も出て

きている。 

懇談会で出た

主な意見 

〇公立・民間、幼稚園・保育所に関係なく、地域の子どものために公

立保育所が中核になるべきである。 

〇公立保育所に、地域の防災拠点としての機能を付加することを検

討してはどうか。 

〇災害時には、避難所としての機能もより、保育を継続させるサポ

ート機能を果たしてもらうようにしてはどうか。 

〇幼保小接続は保育の質の向上につながる重要なポイントである。

公立保育所が今後の幼保小接続のあり方を考え、地域の幼稚園や保

育所等と情報共有することが重要である。 

○他都市では、幼保小接続の推進に関する部会や委員会を立ち上げ

て議論しているところがあると認識しているが、名古屋では行って

いない。機能の整理をした上で、どこがどのように責任を持って幼

保小接続を進めていくのかを明確にしてほしい。 

○「統一的なビジョンやガイドラインを今後策定した際には」とあ

るが、策定に向けた具体的な検討を行ってほしい。 

○公立保育所と市立幼稚園との交流や連携が、量として少ないので

はないかと感じているので、公立同士の関係性や連携を深めていく

ことが必要ではないか。 

〇民間の保育所等が少ない地域で保育をしていくことも公立保育所

の役割である。 
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（２）役割を果たすための職員体制や施設環境 

現状及び課題 ○エリア支援保育所には、園長補佐（サポート園のみ）や専任の保育

士を配置している。 

〇年々、障害児や医療的ケア児の受け入れが増加している。しかし、

受け入れ体制や施設環境等に課題がある。 

○公立保育所は、築 40 年以上が 65 か所であり、うち 20 か所が築 50

年以上となっており、施設の老朽化が進行している。 

懇談会で出た

主な意見 

〇エリア支援保育所の機能を強化するために、現在配置されている

職員を集約してはどうか。 

○通常の保育所を行いながら、エリア支援を行っていくのか、その

機能を独立させるのか。例えば、エリア支援や子育て支援センター、

一時預かりといった通常の公立保育所の主たる保育以外の部分を全

て請け負って、その部分を行うセンターを作っても良いのではない

か。 

○地域をつなぐ役割が一番大きくなると思う。施設もそうだし、子

育て家庭も、全ての地域の子どもたちをつないでいくのが理念にな

る。どんな子どもたちも漏れなく、全ての子どもたちをつないでい

くことが多分大切で、その質を上げていくのがエリア支援の役割で

ある。 

○エリア支援保育所を例えば区に 1 つ 2 つにして、その他の公立保

育所は普通の保育園にするという整理も必要なのではないか。 

〇障害児や医療的ケア児を受け入れることは重要であるが、そのた

めには職員体制を充実させるべきである。 

〇施設の老朽化は深刻であり、早急に対策が必要である。 

〇40 年以上前に建てられた保育所に様々な機能を付加しようとして

も、建物や構造に影響がある改修や増築は困難であり、医療的ケア

児等が利用するエレベーター等を整備するためには、リニューアル

改修だけではなく、改築も含め対策を検討すべきである。 

 

（３）その他 

現状及び課題 ○これまで待機児童対策として、民間保育所等の新設整備を中心に

利用枠の拡大を進めてきたが、近年、就学前児童の減少及び利用申

込児童数の伸びは鈍化傾向にあり、対策数（利用枠拡大数）も徐々に

縮小している状況である。 

○将来的に保育の量的ニーズのピーク到来が想定されている。 

懇談会で出た

主な意見 

○他都市と比べると名古屋市は公立保育所が多く、公立保育所を大

切にするという意思を感じる。公立保育所という資源は大事にして

いかなければならない。 
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○市内全域を面的にカバーしていくのが公立保育所の役割なので、

園の数を減らしすぎてはいけない。 

○将来的な保育の量的ニーズの減少局面を見据え、公立保育所の集

約を含める配置について検討すべき時期が来ている。 

○懇談会で公立保育所の機能について様々な意見が出ているが、現

在の機能も含めて整理するべきである。 

○公立保育所の役割と教育委員会が担っている部分が似たような表

現になっている部分も多い。互いにしっかり話し合って、どのよう

に連携していくのか、それぞれの良さが活きるようにどう整理して

いくのか、主体や違いを明確にしていかなければならない。 

○今年度から市立幼稚園のあり方検討が進められると聞いている。

それぞれが独自に検討し、似たような機能の施設を運営していくこ

とになるのか、歩み寄って機能の集約を検討していくのか。効率的

に子育て支援や教育・保育の質の向上や研修等を行っていけるよう

な仕組みを検討してほしい。 

○「幼保一元化を市立幼稚園と一緒に進める」ということを打ち出

した上で、教育委員会が持っているノウハウを公立保育所に還元し

ていくという方向性を示した方が良い。公立の幼保施設をひとつの

アセットとして考え、スリム化を図る中で、有効活用しながら改築

や改修を進めていくという戦略的なシナリオが必要なのではない

か。 

○複数の委員から市立幼稚園との関係性についての意見が出ている

中で、市立幼稚園のあり方懇談会と合同で懇談会を開催することは

できないのか。最低限、お互いの懇談会の経過を確認し合えるよう

な仕組みづくりが必要。 

 

５．今後の予定 

日  程 内  容 

未定（第 6回） 
・「名古屋市公立保育所の今後のあり方指針」（案）につい

て意見聴取 
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６．懇談会の構成 

（敬称略、50 音順） 

氏   名 所 属 団 体 等 

相澤 京子 名古屋市高蔵保育園長 

伊藤 知穂美 名古屋市立第二幼稚園長（令和７年４月から） 

上田 敏丈 名古屋市立大学大学院人間文化研究科教授 

加藤 義人 岐阜大学客員教授 

齊藤 公彦 公益社団法人名古屋市私立幼稚園協会 

橋本 洋治 日本福祉大学経済学部教授 

平松 章予 名古屋市立第三幼稚園長（令和７年３月まで） 

藤岡 省吾 公益社団法人名古屋私立保育連盟 

山谷 奈津子 愛知県弁護士会 
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（別紙） 

「今後の教育・保育施策のあり方」について（意見書）の概要 

区  分 内     容 

教育・保育ニーズ 

の 現 状 と 課 題 

・将来的な保育ニーズの減少局面を見据え、民間保育所等が考

える適正な定員規模による運営ができるよう、より柔軟な定

員減少が可能となるような仕組みづくりや、地域型保育事業

の閉園などに対し、待機児童対策がソフトランディングでき

るよう急な閉園を防ぐ支援の仕組みづくりを検討する必要が

ある。 

・年々増加している障害児保育、発達支援や医療的ケア児保育

が必要な子どもについて、受入れ体制の確保を検討する必要

がある。 

・「こども誰でも通園制度」の実施にあたっては、教育・保育の

質をしっかりと担保した上で、多くの必要な子どもが利用し

やすいよう、国の動向を注視しつつ、制度の検討を行うべきで

ある。 

教 育 ・ 保 育 の 

質 の 向 上 

の 現 状 と 課 題 

・名古屋市が目指すべき教育・保育施設における、子どもの育ち

の質の向上に向けた統一的なビジョンやガイドラインを策定

し、幼稚園、保育所等の施設類型を問わず教育・保育の質が担

保され、維持されるスキームが必要である。 

・教育・保育の質を高めていくためには、職員研修等の充実を図

るとともに、評価制度のさらなる活用や名古屋市が行う指導

監査のより効果的な運用等、名古屋市の教育・保育の実施体制

について必要な改善策を検討していく必要がある。 

・質の向上に向けて、公民が両輪となり、幼稚園・保育所等の施

設類型を問わず名古屋市全体の教育・保育の質を高めていく

ことが求められるため、その中での公立施設の果たすべき役

割についても今一度検討する必要がある。 

教 育 ・ 保 育 に 

関 わ る 

行 政 の 連 携 

の 現 状 と 課 題 

・幼児期の教育・保育に関する統一的なビジョンやガイドライ

ンを踏まえて、幼保小それぞれの想いや課題認識を共有し、幼

保小接続のためにどのような取組が必要であるのかを検討

し、それを実行していく体制を整備していくことが必要であ

る。 

・幼稚園や保育所等を利用する全ての名古屋市の子どもの育ち

を等しく公平に支え、保障していくという観点から、私学助成

を受ける私立幼稚園の所管部署を統一し、全体的な視点から

今後の教育・保育を一元的に企画立案や情報発信等をできる

ような体制を実現することが必要である。 
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（別紙） 

教育・保育の質の向上の現状と課題より抜粋 

（６）公立施設の果たすべき役割 

 今後、多様な教育・保育ニーズに的確に対応し、教育・保育のさらなる「質の向

上」を図るとともに、今日的な課題である「幼保小連携・接続の推進」等を進める

ためには、公民が両輪となって取り組むことが重要である。 

そのためには、これまで果たしてきた公立、民間の役割を振り返り、本意見書で策

定を提言している名古屋市としての幼児期の教育・保育に関する統一的なビジョン

やガイドラインに基づき、公立施設がさらにどのような役割を果たすべきか今一度

検討する必要がある。 

 

 名古屋市としての幼児期の教育・保育に関する統一的なビジョンやガイドライン

を今後策定した際には、名古屋市が目指す教育・保育の実現に向けて、全ての教

育・保育施設が連携し、積極的に実践研究を行い、その結果について情報を発信し

ていくなどの必要がある。 

市立幼稚園は、幼児教育支援室とともに名古屋市の幼児教育のハブとして、モデ

ルとなる教育実践を発信し、名古屋市の教育・保育の質の向上に資するよう取り組

むべきである。 

とりわけ、幼児期の教育・保育と小学校教育との円滑な接続のあり方やインクル

ーシブ教育を始めとした今日的な課題に対応した実践研究について、その成果が効

果的に活用されるよう情報発信を行うなど、全市の教育・保育施設に広げていく役

割を担う必要がある。 

 

 公立保育所は、「エリア支援保育所」として機能強化を図り、区役所（民生子ども

課・保健センター）、児童相談所等の関係機関同士のネットワーク構築のコーディネ

ート役を果たすとともに、地域の実情に応じた教育・保育の質の向上に取り組むべ

きである。 

また、これまでも公立保育所が行ってきた、地域における様々な保育のセーフテ

ィーネットとしての役割を引き続き果たしていく必要がある。多様な保育・子育て

ニーズに対応するため、機能の再点検や新規事業に積極的に取り組むなど、機能の

付加について検討すべきである。その際には、通常保育も含めた十分な職員体制の

確保、施設改修等による環境の整備が必要である。こうした取組については、地域

全体の保育所等の配置バランスを踏まえながら行う必要がある。 
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（別紙） 

○ 部会の構成と検討経過 

・なごや子ども・子育て支援協議会に教育・保育計画部会を設置し、以下の有識者

により、教育・保育施策に関する今後のあり方について検討 

（敬称略、50 音順） 

氏   名 所 属 団 体 等 

上田 敏丈 名古屋市立大学大学院人間文化研究科教授 

小野田 誓 公認会計士小野田誓事務所 

加藤 義人 岐阜大学客員教授 

近藤 正春 桜花学園大学・名古屋短期大学名誉教授 

齊藤 公彦 公益社団法人名古屋市私立幼稚園協会 

竹内 洋江 特定非営利活動法人名古屋おやこセンター 

中谷 素之 名古屋市教育委員会 

橋本 洋治 日本福祉大学経済学部教授 

藤岡 省吾 公益社団法人名古屋民間保育園連盟 

山谷 奈津子 愛知県弁護士会 

・令和 5年 5月から令和 6年 4月にかけて計 6回開催 

区 分 開 催 日 検 討 内 容 

第 1回 令和 5年 5月 22 日（月） 主な論点の確認 

第 2回 令和 5年 7月 14 日（金） 主な論点についての意見交換 

第 3回 令和 5年 9月 7日（木） 
これまでの議論を踏まえた、検討の方

向性の確認 

第 4回 令和 5年 12 月 11 日（月） 検討の方向性についての意見交換 

第 5回 令和 6年 1月 29 日（月） 

意見書（素案）についての意見交換 

関係者ヒアリング（市立幼稚園利用世

帯、私立幼稚園利用世帯、公立保育所利

用世帯、民間保育所等利用世帯、在宅子

育て世帯） 

第 6回 令和 6年 4月 26 日（金） 意見書（案）についての意見交換と確認 
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参考資料５

名古屋市行財政改革推進プロジェクトチーム




